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第１回 リスク評価ワーキンググループ議事録 

 

日 時： 平成２４年１月２０日(金) １０：００～１２：００ 

場 所： 経済産業省 本館２階 ２東６共用会議室 

議 題： 

（１）リスク評価ワーキンググループの開催について 

（２）ナノ物質のリスク評価のための検討課題について 

（３）その他 

 

出席者 

委員 

大前 和幸 慶應義塾大学医学部公衆衛生学 教授 

小刀慎司 一般社団法人 日本化学工業協会化学品管理部 部長 （一鬼委員代理） 

江馬 眞 （独）産業技術総合研究所安全科学研究部門 招聘研究員 

甲田 茂樹 （独）労働安全衛生総合研究所 研究企画調整部 首席研究員 

西村 哲治 国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部長 

平野靖史郎 国立環境研究所環境ﾘｽｸ研究ｾﾝﾀｰ 健康ﾘｽｸ研究室長 

広瀬 明彦 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究ｾﾝﾀｰ総合評価研究室長 

明星 敏彦 産業医科大学産業生態科学研究所労働衛生工学 教授 

吉川 正人 東レ株式会社 ＣＲ企画室長 

＜欠席＞ 

有田 芳子 主婦連合会 環境部長 

中西 準子  （独）産業技術総合研究所 フェロー 

則武 祐二 (株)リコー社会環境本部 審議役 

 

オブザーバー 

内閣府、環境省、厚生労働省、経済産業省 

 

事務局 

経済産業省製造産業局化学物質管理課 
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JFEテクノリサーチ株式会社 

 

＜配付資料＞ 

資料１ リスク評価ワーキンググループ委員名簿 

資料２ リスク評価ワーキンググループの開催について 

資料３ リスク評価ワーキンググループ主要論点（案） 

資料４ ナノマテリアルの定義に関する欧州委員会勧告 

参考資料１ 国際機関等におけるナノ材料の定義 

参考資料２ OECDスポンサーシッププログラムで取り上げられている 

(ナノ)マテリアルについての現状の許容濃度等 

参考資料３ 通常の化学物質に係る化審法リスク評価の考え方 

参考資料４ 固体粒子状物質に関する現行の規制について 

 

 

議事内容 

（１） リスク評価ワーキンググループの開催について 

事務局より、資料２に基づき説明を行った。 

座長に大前委員が指名された。 

（２） ナノ物質のリスク評価のための検討課題について 

事務局より、資料３、４に基づき説明を行った。 

 

事務局からの説明後、以下の審議が行われた。 

【大前座長】  どうもありがとうございました。 

 資料３のところで、主要論点で抜けがないか、追加すべきところがないか、あるいは

要らないものがないか、あるいは、この主要論点は少し方向が違っているのではな

いかということも含めまして皆様のご意見を伺いたいと思います。 

 先ほど申しましたように順番にやりたいと思っていまして、２．の「ナノサイズの有害

性はどのようなものか」、（１）、（２）、（３）とありますけれども、まず（１）からご意見が

あればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

【平野委員】  ここは非常に重要なところだと思いますが、まず感じておりますのは、ここの

ワーキンググループでこれをまじめに議論しても多分有用な結論は得られないと思う
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わけであります。もっともっとサイエンスのレベルで議論しないと結果は出てこないと

思います。 

 理由は、まず、小さいナノ粒子がそれよりも大きい粒子の延長で、それより影響が

強いものとして考えていいかということですが、これは例えば酸化チタンに関しては、

そのような傾向があると思います。表面積が大きくなれば影響は強く出る。酸化チタ

ンは、もともと影響がほとんどない、ニューサンスなダストとして古くから知られてきた

わけで、まあ、シリカ、酸化チタンです。それに対しては多分そういう傾向になってい

るかと思うのですが、そもそもこのナノトキシコロジーが出てきたときの一番大きな理

由は、今までの毒性などと違ってパラダイムシフトを考えなさいと。それは何かという

と、小さいと組織透過性が増して、例えば肺に沈着した場合でも呼吸器以外の影響

が出ると。 

 今のところ、３０ナノメートル以下の物質に関しては、肺、表面から極めて早く消失し、

リンパ節等に行く。６ミクロン以下より小さいものは、もう尿中に排出されると、それく

らい早い。ナノトックスの問題として考えた場合には暴露した位置である一次標的臓

器以外のところを考えないといけなくて、これは非常に難しいと思います。ここまで議

論すると、小さいというだけで議論してはいけないと、影響が全く別のところに出ると

考えないといけませんので、ちょっとそのあたり、粒子が小さくなったから大きい粒子

の延長として考えることはできないという結論にしないといけないということです。した

がって、このワーキンググループのレベルで議論するのはふさわしくないかなと思い

ます。 

 かといって、これを通り越して議論を進めると、そもそもナノという有害性の定義が

出てないので、はっきりできないので、その後の議論が進まないということになると思

いますが、そういう意味ではここに書いてある記述は僕は正しくないと思いますね。

正しくないというのは、疑問点で、疑問として投げかけられているので正しくないとか、

そういうことではないのですけれども、単純に小さいからといって大きい粒子の延長と

して考えることは基本的にはふさわしくないと、原理原則からするとふさわしくないと。

ただ、いろいろ報告されている中では、そういう報告は幾つか見られると。小さい粒子

のほうが大きい粒子の影響の延長、それよりも強い影響が出ると、そういうふうに考

えたくなるようなデータはたくさん出ていますので、そういうことだと思います。 

 ついでに、もう１つ言いたいのですが、先ほどの物質について、まず、カテゴライズ
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しないと絶対に議論も進まないと思いますね。これは前からいろいろなところで申し

上げていますが、例えば酸化亜鉛とか銀とか、これは小さくて溶解性が進んで影響

が出るだろうと、みんな考えているわけですね。一方、カーボンとか、酸化チタンもそ

うかもしれませんが、これは溶けない物質ですから、長らくそこの組織にとどまって影

響が出ると。そういう意味では、カーボンナノチューブに関しては、ちょっと嫌な方は

いらっしゃるかもしれませんが、例えばアスベストと同じように考えるべきだろうと思い

ます。 

 参考資料４の作業評価環境基準ですか、管理濃度とありまして、上から４列目にア

スベストの定義があって、ここにも書かれていますように、５ミクロン以上の繊維とし

てアスベストは考えられていて、５ミクロンより小さいのはアスベストとしてカウントし

ないと。横のほうの環境基準の環境基本法のところは空欄になっていますが、環境

基本法も５ミクロンなど定義をしていると思いますが、そうすると非常に長いと。小さ

いのではなくて長いものが危険であるとしてアスベストが認知されてきている。 

 そうすると、ナノ物質のカーボンナノチューブのほうを考えますと小さいのではなくて

長い粒子と、そういうものを考えていかないといけないという結論になりますし、ここ

のところはまだまだ議論が必要で、ここを飛ばして先に行くのは、ちょっと問題かと思

いま。この４番のところはやはりきちっと議論したほうが有用な情報が得られるので

はないかと考えます。ちょっと先走ってしまって申しわけないですが。 

【大前座長】  先生、今の４番というのは４ページの４．のことをおっしゃってますね。 

【平野委員】  ４．ですね。はい。４．のほうは、ここでしっかり議論すべき内容がたくさんあ

ると思いますが、２番をここで深く議論するというのは、かなり厳しいのではないかな

と。 

【大前座長】  今の平野先生のご意見に対して、いかがでしょうか。どなたか追加、あるい

は反論その他。 

【明星委員】  別に反論ではなくて、私はそうかなと思って（同意して）、この２．の①を読ん

でおりました。ただ、１ナノから１００ナノの範囲に関して、これまでのいろいろかかわ

ってきたものを見ると大体１０ナノから１００ナノを主に見てきており、その範囲でいえ

ば、僕はここに書いてあることは、それほど極端に特別なことが起きるという事態に

あまりお目にかかってはいないのですけれども、もっと小さいところで絶対ないという

ことは言いづらい。ただ、なぜ１０から１００ナノを扱っていたかというと、それは吸入
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暴露をするようなときの安定性とか、現実性とかいうことでやっていたということで、

違う視点であればまた違ってくるかなと思うのですけど、その範囲内でいえば、この

記述は、私は、まあ、そうかなと理解しています。限定的ですけれども。 

【大前座長】  さっき平野先生がおっしゃった３０ナノ以下だと肺から非常に早く消失する、

要するに蓄積しないと、ものによらず蓄積しないと。それから、６ナノ以下ですと、それ

が尿中に出てきちゃうということをおっしゃったと思いますが、そうすると、基本的には

３０ナノ以下のサイズのところに関しては、この場合は吸入ですが、肺の影響はあま

り考えなくてもいいだろうというようなイメージでとってよろしいわけですか。 

【平野委員】  それより大きいのは、かなり網内系というか、マクロファージに認識されやす

いということで考えていいと思います。 

【大前座長】  今、明星先生から現実的には１０ナノからというお話がありましたけれども、３

０と１０と大して違いがないといえば違いないし、違うといえば違いますけど。 

【平野委員】  すいません。ナノ物質は確かに１００ナノで切られていますですが、生物的な

影響から見ると、これは１００で切る必要は必ずしもないというのは、これは多くの人

が言っているわけですし、あと、物質としても３０より小さいと。私はそのあたりは詳し

くないのですが、いわゆる電子欠損が起こって活性酸素等もより発生しやすいと。た

だ小さくて、表面積が大きくて、反応が大きいということではなくて、何か物性としても

長くかかるということも言われていますし。 

 ただ、世の中に出ておりますナノ物質は、大体１００ナノまで入れておかないと外れ

てしまうものがありますので、そういう意味では物質から見ると、やはりこのあたりで

切っておいて悪くはないともちろん思うのですが、ナノの有害性というところから議論

すると、１００で切っていては絶対議論が進まないし、１,０００以上のものを挙げないと

議論はできないし、溶解性のある金属系のものもやはり分けないといけないと。それ

をまとめてナノ物質として有害性として議論するのは、きちっとした結論は絶対出な

いだろうと思います。 

【大前座長】  ありがとうございます。今、非常に重要な点、繊維と、それから溶解性で少し

物事を分けて考えるべきだと。ここに関しては皆さん、いかがですか。 

【広瀬委員】  私も個人的に繊維状のものについて、確かに分けたほうがいいのかなという

ような感想を持っています。最初に平野先生が言われた最初の議論は、あまり深く

やってもという話、確かに深くやっても結果が出ないところなので、文章というか、報
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告書の分け方というか、書き方の問題ではないかとちょっと考えて、最初のほうは、

「ナノは」ということでくくるから、大きさで変わる酸化チタンの系統もあれば、体内分

布が変わって毒性が変わるというタイプのものもありますけれども、同じ物質でも両

方持っているものもあるという意味からすると、最初のほうは、どんなタイプの毒性が

あるという分け方にして、後ろは、４番以降は個別の物質についてはどんなのがある

というような、多分、報告書のつくり方の問題ではあるのかと思います。 

 だから、そこを詳しく書くというのは難しいかもしれませんけれども、ナノの中には大

きいものから小さいものになったときに強くなるタイプの毒性もあるし、分布が変わる

ことによって新たな毒性があるものもあるといった、そういう毒性から見たクラス分け

――クラス分けというか、分類と物質から見た分類が後半のほうに行くと思うのです

けど、そんな感じなのかなとちょっと思いました。 

【吉川委員】  有害性の議論については、具体的な実験方法であるとか、その具体的な実

験結果をベースに議論しないと、ほんとうの事実は何なのかというのが分からないま

ま議論が進んでいくと、そのまま議事録が世の中へ出ていくと、ちょっとまずいのでは

ないかなと思います。 

【大前座長】  ということは、むしろ個別の議論をやりましょうと言うことですか。 

【吉川委員】  いや、議論するのであれば、しっかりとした、こういう条件でやってこういう結

果で、こういう結果が出ているので、これが有害であるとかという議論をしないと、こ

のまま議論が進んでいくと、繊維状のものは危ないものであるということになりますし、

３０ナノメーター以下のものは危ないものであるという認識が世の中に定着してしまう

のは、あんまりよろしくないのではないかなと思います。 

【大前座長】  多分、平野先生はそういう意味合いでおっしゃったのではないと思いますけ

れども、議事録上を見ると、確かにそういう書き方になるかもしれませんね。 

 そのほか、先生方、ご意見いかがでしょうか。このワーキンググループはリスク評

価のワーキンググループなので、どちらかといいますと、健康影響のほうから物事を

見ようという性格のものだと思います。したがって、さっきの定義のところでサイズで１

００ナノ云々かんぬん、これを物性・物理的な性質から議論する必要はここではない

と思うので、そういう意味では生体影響のほうからさっきの繊維状のもの、繊維の生

体影響、繊維で生体影響を考える場合と可溶性・不溶性の物質で生体影響を考える

場合は分けて考える。それは考えていくつもりでありますけれども、ポイントですけれ
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ども、そこら辺に関しては、皆さん、ご意見は同一ですかね。まあ、当然といえば当然

という気がしますが。 

【平野委員】  補足なのですが、単純にファイバーということではなくて、バイオパーシスタン

トな生物学的な分野に関してのファイバーということで、これは文献上、あるいはサイ

エンスのほうで、みんな認めていると思うのですね。いろいろな報告があって、アスベ

ストとかカーボンの場合も、そういう意味では生物学の段階でということだと思いま

す。 

【大前座長】  アスベストの場合は、あれはアスペクト比が３でしたっけ。長さが５というのは

一応法令的な基準になってますが、あれは太さからいったらナノ、それは１００ナノ以

下にはならない……。どうでしょう、明星先生。 

【明星委員】  ここでぱっと間違ったことを言うと申しわけない。５ミクロン以上で太さが３ミク

ロン以下でアスペクト比が１対３、以上です。ですから、光学顕微鏡、位相差顕微鏡

で見られるというレベルですから、ナノサイズの太さだとちょっと苦しいですね。辛うじ

て見られる。 

【平野委員】  ただし、定義であって、シングルファイバーとして見るとクリソタイル系で３０、

４０ぐらいだったと思うのですが、角閃石のほうで７０～８０ナノと。太さからいくと二次

元のサイズはナノサイズと。したがって、アスベストは、私の頭の中ではナチュラルナ

ノファイバー、ナノパーティクルと。工業製品というか、自然に存在するナノファイバー

であると、ナノパーティクルであるというふうに認識していいかと思うのです。 

【大前座長】  ということで、我々はもう既にナノの経験が随分たくさんある。アスベストに関

してはですけどね。 

 そのほか、ご意見、いかがでしょうか。明星先生が言われたように、おおむねこの

記述自体、そんなに大きな間違いはないのだけれども、単純にこれがそのまま出て

いくと、おそらくこのワーキンググループで議論にならないだろうと。というのは、あく

までもこのワーキンググループはリスクに関するワーキンググループなので、やっぱ

り健康の方面から物事を見ていく必要があるということで、先ほど定義のところです

ね、３ページの有害性とナノ物質の定義との関連というところで定義のことを分析官

からお話しいただきました。 

 それから、参考資料の１にもありましたけれども、この辺の中で分析官は単純にサ

イズだけではなくて有害性を加味した定義といいますか、そんなものを考えたほうが
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いいのではないかということをおっしゃったと思います。それは多分、このワーキング

自身がリスクのワーキングなので、単純にサイズだけにこだわらなくていいのではな

いかということをおっしゃったのではないかと思います。そこら辺は皆さん、よろしいで

すよね。単純に数字だけでは決められないと。どうぞ。 

【及川化学物質リスク分析官】  すいません、ちょっと補足しますと、単純に数字だけで決め

ていいかどうかというよりも、むしろ数字を決めるに当たっては、有害性なりリスクと

の関係が考慮された側面を持っている数字でないと、数字そのものを決める意味が

薄れるのではないかと、そこをどう考えたらいいかということを申し上げたかったわけ

であります。 

 それは先ほどのＥＵの定義で申し上げれば、粒径分布別の個数がどの程度含まれ

ているかという点も定義に入ってきていますが、ＥＵの定義の中身自体では、いかな

る意味合いで定義の内容として、そこに言及しているのかということの説明そのもの

がない状態だと思いますので、もし今後、適正管理の上で必要だという判断から定義

をつくっていくとすれば、どういった定義が現実的に、より意味があるのかということを

考えながら整理していく必要がありますが、その際には、やはり数値を決めるといっ

たような面では、有害性との関係で意味がわかる数値というような側面をきちんと考

慮する必要があるのではないかと、そういう意味合いで申し上げたということでありま

す。 

【平野委員】  今のところ、ほんとうに最初に詰めないと何も進まないところだと思うのです

が、有害性のメトリックスを何にするかというのは、これはここできちっと議論すべき

だと思いますね。先ほどから紹介あったように個数で言っている場合、それから重量

で言っている場合と、粒径が１０倍違うと１,０００倍のファクターできいてくるわけです

から、変えるだけでかなり大きな差が出てくると。 

 また、ちょっと参考資料４になりますけれども、先ほどのアスベストの場合は重量で

はなくて、これは個数なんですね。何本という個数でやっていて、このあたりも参考に

しながらメトリックスを何にするのかと。場合によっては表面積のほうがいいのかもし

れないというのは、これも文献上はかなり多く出てきますし、そのあたりの議論は何

が正しくて、規制しやすくて、とりあえず現段階でこれが一番よかろうという、そういう

議論はここで大いにされるべきかと思います。 

【甲田委員】  先ほどちょっと出てきた言葉で「適正管理」という言葉なのですけれども、そ
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の適正管理という言葉が非常に難しいのですが、リスクをどういう形で想定して、そ

れを抑えるための適正管理という話になると思うのですけれども、先ほど出たような、

我々、安全性の現場などで計測だとか、実験だとか、労働者の健康ということを考え

ていくと、やっぱり計測できるのかという話になってくると、今までナノマテリアル、粉

体というか、粉としての評価とか、そういう形でやってきたのですけれども、先ほど出

たようなリスクの点でいうと、粉体を吸入して、吸入した肺に毒性があるという形で、

まあ、従来手法のリスク管理で非常にわかりやすいのですけれども、先ほど出たよう

なパラダイムシフトみたいな形で、それが例えば他臓器へ移行するという形になって

くると、リスクの考え方が変わってくるので、今出たような適正なリスク管理をするた

めには、その辺のところをもうちょっと明示してもらわないと、実際、どこで管理するに

しても、かなり難しい話になってくるので、先ほどの議論と同じことになるかもしれま

せんけれども、その辺のところは少し整理していただいたほうがいいのかなという気

は非常にしております。 

 それともう一つ、先ほど平野さんが言われた個数で管理するのか、重量で管理する

のかあるいは、表面積で管理するかということですけど、それは前からある議論なの

ですけれども、基本的にはその辺のところはいろいろあるねという話で今まで多分ず

っと来ていると思うのですね。ここで決着つく議論なのかどうなのかわかりませんけ

れども、かえって逆に適正管理をするときに、そこが重要でして、いろいろな、このワ

ーキンググループではなくて、計測のワーキンググループも個数で評価するのか、重

量で評価するのかで手法も全く変わってくるので、その辺は全体に影響を与える議

論なので、そこの議論をどこまで突っ込んでするのか、ここで結論を出すのかという

のも多分、重要なところだと思うのです。 

【江馬委員】  ナノ材料を扱っている論文を見ると、投与した材料の平均粒子径等が記載さ

れていて、あとは毒性のエンドポイントしか記載されていません。だから、そこに至る

まで何が起こったかと、どれがきいたかというのは明確でなくて、ほんとうに小さいも

のがきいたのか、大きいものがきいたのか、大きいもの、重量にしたら多いですので、

そこのところがまだいずれの論文でも明確になっていないと思います。 

【西村委員】  その点で、ですから、例えば先ほど平野委員がおっしゃったように、例えば到

達域、どれくらいの粒子がどこへ到達するかとか、吸収されるときにどれくらいの粒

径だと吸収されやすいかというようなところを踏まえて、大きさなり何なりというのを勘
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案するということを、リスクのほうからは考えていいのかなと思うのです。 

【平野委員】  このメトリックスでやるにしても、やはりカテゴライズしないと何とも言えないか

なと思います。例えばアスベストは法律上も本数、個数で決まっているわけですから、

カーボンナノチューブをアスベストと同じように考えるのであれば、この物質に関して

は本数あるいは個数がいいだろうと。他のもの、例えば溶解性とかのものは表面積

なのか重量なのかわからないですが、そのあたりのところはきちっと議論していかな

いといけない、こういう議論はあまりされてないのです。分けたほうがいいということ

を僕は随分言っているつもりなんですが、なかなか議論されていない。必ず委員会、

あるいは議論の場でもナノをどう考えるか、みたいな、いきなりそういう議論になっち

ゃうので、そこの大もとのところをきちっとやらないと、結局、結論は出てこないだろう

と思います。 

【広瀬委員】  今の平野先生のカテゴライズというのは私もある程度賛成で、メトリックスを

何に使うかということが決まらないのは物質ごとに全部メトリックスが違うからで、生

体の反応の相関性を見ようとすると、物質、物質ごとに何が強い相関かというのは全

部異なるということなので。ただ一方では、管理は多分重量か個数ぐらいでしか、お

そらく実質的にはないような気も……。私、専門でないのでわかりませんけど。 

 そうすると、必要なのは、生物反応と相関するメトリックスと重量との相関係数が物

質ごとに定義されれば全部管理は重量でできるはずなので、それは特に、要するに

ナノ全体を重量でやろうとか、ナノ全体を表面積でやろうとするから無理があるわけ

で、極端な例でいえば製品１個ずつ全部傾きが違うはずなので、メトリックスと生体反

応の傾きが全部違って、そのメトリックスは多分重量とある相関があるはずなので、

最終的には重量と製品とのメトリックスは製品ごとに全部つくはずです。 

 それがケース・バイ・ケースの管理が大変なので、まとめようとしたときにどこまでま

とめられるかというのは、平野先生が言った、ある程度の物質のカテゴリーはこのメト

リックス、このカテゴリーはこのメトリックス。でも、そのメトリックスは多分、重量との

傾きが理論的に計算できるようにしたので、この物質群はこういう重量配分、この物

質はこういう重量配分というような、あまり管理のことまで踏み込むのかわからなかっ

たのですけれども、そういうことをすればいいのではないか。だから、メトリックスは何

がいいかというのは個別の話であって、管理の話は、またそれは重量との換算を考

慮すればいい話ではないかと私は思います。 
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【明星委員】  メトリックスの話と完全に対応しないのですけれども、何で管理するかという

のに、１つは、電子顕微鏡観察で、先ほどの個数の粒度分布を出すという考え方と、

もう一つ、最近、非常に可能性があり、簡単でやれそうなというふうに自分個人として

は思っていますけど、ＢＥＴの比表面積ではかるというはかり方がある。ＢＥＴの比表

面積が全体像を示すのではないかなと思います。 

 逆に、なぜ電子顕微鏡に懐疑的かというと、かなり長い間、これで粒度分布測定を

していますけれども、非常にそろったものだと測定できますけれども、非常に分散の

広いものを対象にすると、例えば設定倍率とかによっても違うものをはかってきたりし

ますので、見たいものが見られるという状態になってきますから、電子顕微鏡で個数

ではかるということに関しては、まあ、ちょっと懐疑的だな。これは計測のワーキング

グループで言うべきことかもしれませんが、そのように思っております。 

【大前座長】  そのほか、何かいかがでしょうか。今までのお話ですと、メトリックスに関して

は、各物質で全部、どれをとったらいいか、生体影響のほうから見ると違ってくると。

それは結局は最終的には相関係数なり何らかの形で重量に帰着するのがいいのだ

ろうと。多分、繊維の場合は別だと思うのですけれども、繊維以外のところですね。し

たがって、そういうようなデータ、そういうような情報をたくさん出していただけるとあり

がたいなという感じになっていると思うのですが、そこら辺は皆さんいかがですか。 

【小刀部長（一鬼委員代理）】  私もやはりカテゴライズしないと議論が進まないなと思って

いるので、今の物理的な性状ですとか、化学的な反応性、あるいは生体との反応性

について、どこにクライテリアがあるのかというのを一度整理していただいたほうが、

どういうカテゴリーに分けるのがいいのか、溶解性があるものないもの、物理的にど

うなのか、それを分けていただいてから今後の議論に生かしていってはどうかと思い

ます。 

【大前座長】  今の点は皆さん、共通ですよね。カテゴライズをして、それで物理的・化学的

な性質と、それからメトリックスに関しては、生物学的な反応のほうからどれをその物

質に対して選ぶべきか。それは最終的にどういうふうに重量なり何なりにまとめるか

は、その次の段階ということですというお話でしたけど、そうしますと、そういうような

まとめ方で資料がこの次に出てくると非常に議論しやすい。すなわち、先ほどの、こ

こでいいますと、４．にもあると思いますけど、２．のところとか、次のところはあんまり

議論しても仕方がないのではないかというか、議論が収束しないのではないかといい
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ますか、そういうようなお話が皆さんの感じのようですが……。 

【平野委員】  ２番は必要ないみたいな言い方をしていて申しわけない。ついでに、この２．

の中で言いますと、３ページ目の「有害性に係る補論」というところがありますが、①、

②があって、②のほうはちょっと違和感がありますね。一般市民が暴露するときは経

口暴露を考えていいのではないかというところ。ここ、経口暴露はもちろんあるかと思

うのですけれども、多分、一般市民で今、ナノマテリアルで一番懸案になっているか、

心配しておられるのは経皮暴露ではないかと思うのですね、銀ナノとかサンスクリー

ンとか。 

 これは最初から挙がってきたことで、経口暴露の可能性もあるかもしれないのです

が、例えば、またちょっとアスベスト議論を出して申しわけないのですけれども、アス

ベストの場合は経口暴露してもほとんど毒性が出ないということがありますし、そうす

ると、カーボンナノチューブもほんとうにそれでいいのかという、そういう議論になって

きますね。経口に関してもかなり難しい問題があると思うのですが、ここは経皮暴露

のことをやはり触れないと、いきなり経口暴露と書かれると若干、違和感があります。 

 あと、①も若干違和感がありますが、凝集です。吸っている場合もナノマテリアルと

して考えていいからと。したがって、①の一番最後の記述の「生体内に取り込まれる

前に溶媒に分散した状態の試料を調製する」ことは必ずしも必要でないと考えていい

かと。質問形式になっていますが、やはり分散は分散できちっと考えないと、アグリゲ

ーション、あるいはアグロメレーションになってもナノと考えているのは、今、定義はそ

うかもしれないですが、やはり影響のあらわれ方は全然違うということで、この分散

状態はきちっと考慮していく。いわゆる凝集体というより会合体というのですかね、実

際にはアグロメレーションですね、の状態もどういう状態であるか、分散状態である

か、そこはきちっと考えていかないといけないことだと思います。 

【吉川委員】  今、どこを議論しているのかわからなくなっていますけど、基本的には、ナノ

マテリアルの有害性がどうであるのかということを今の事実を整理されて、今、いろい

ろリスク評価が進んでいると思うのですけれども、その辺の妥当性等を議論して工業

的に使用できるような状態に持っていっていただけたらなと私は思っております。 

【大前座長】  今、あちこち飛んでいる議論になったようですが、さっきの経皮吸収のことは、

ここで何も記載がございません。経肺と経口はありますけれども、経皮に関しても、

やはりその方面からも見ていく必要があると。これはいかがですか。実際に化粧品な
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んかでもいっぱい使われていますけれども、実際に有害性が見られたかどうかは別

にして、少なくとも見られている、あるいは見られてないという確認を最大限しておく

必要があると、それはよろしいですよね。 

 それから、一般人口は経口だけでいいか。実は労働人口も経口がありますよね。

肺への沈着率の絵がよく出てきますけれども、それでは、残りはどこへ行くのだとい

うと、消化管なのでやっぱり経口なのです。 

【西村委員】  今、座長さんがおっしゃったところの追加になると思うのですけれども、経皮

暴露を考えなきゃいけないというのは、それは同感です。ただ、非常に飛んでしまう

のですが、例えば化粧品、塗料、それから消火器等で一般に使われたものはどこへ

行くかというと、河川に流れていって経口のほうに暴露する可能性もあるということな

ので、やはり経口暴露も考慮していかなきゃいけないのだろうと思います。 

【大前座長】  つまり、両方やる必要があるということですね。 

【西村委員】  そうですね。 

【大前座長】  そうですよね。それから、あとは、ダイレクトに嗅神経から上がっていくという

経路が最近、ちょくちょく論文に出ていますね。あれはいかがでしょうか。 

【江馬委員】  中枢への影響が考えられるので、今後問題になってくることだと思います。 

【小刀部長（一鬼委員代理）】  質問ですけど、非常に初歩的な質問かもしれませんが、こ

のワーキンググループでは工業材料、ですから、いわゆる厚生労働省さんが所管さ

れているような分野での使われ方についても議論されるわけでしょうか。要は化粧品

ですとか。 

【大前座長】  僕の認識としては、いろいろな議論をやって、その結果をどこに応用するか

が、労働現場に応用するのか、一般に応用するのかだけの問題で、その下の議論

はみんな共通だと思っていますが、いかがですか。要するに、いろいろなことをやっ

て、それなりのリスク評価が出てくると。リスク評価結果を労働現場に適用する場合

と、それから一般環境に適用する場合は当然違ってくると思いますけれども、そのリ

スク評価のところまでは共通の分野だと僕は思うのですが。 

【小刀部長（一鬼委員代理）】  そうでしたら結構です。 

【大前座長】  それから、今の江馬先生の神経のほうの話ですけれども、全部論文を知らな

いのですけれども、不溶性の粒子の論文は見たことがありますが、可溶性の粒子の

論文というのはありますか。なぜかというと、神経細胞に取り込まれて、不溶性だった
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らそこで落ち着いていて、反応性がなければたまるだけ、たまっても何か影響を受け

るかもしれませんけれども、もし可溶性だと、そこからどこか移動するというような可

能性もないわけではないです。長い時間かかって溶けると、そんなイメージですか。

ダイレクトに溶けるということですか。 

【江馬委員】  それはわからないのですが、嗅球から脳内、いろいろな部分に行くという、移

行するという論文はあると思います。 

【大前座長】  そうですか。そうしますと、なおさら、そちらのほうの経路に関しても情報を集

める必要があるということでよろしいですね。 

【平野委員】  いや、もっともだと思うのですが、大前先生のおっしゃったのは、もともとこれ、

マンガン電池のパーキンソンのところから嗅球、嗅覚神経から嗅球へということでマ

ンガンがどう動くかということでやっています。これもやっぱりカテゴライズして考えれ

ば、例えばカーボンナノチューブの吸気系への影響を考えたら、かなりナンセンスな

話ではないかと僕は思いますし、銀ナノとか、そのあたりはちょっと考える必要がある

のかなと思います。 

【江馬委員】  ただ、学会発表レベルだと思うのですが、去年の毒性病理学会で、カーボン

ナノチューブだと思うのです。確認を後でしてみないといけないのですが、気管内注

入したあと、脳も含めて全身に移行していたというデータはあったように思います。暴

露されれば、全身に移行する可能性がありそうですので、についても注目しておく必

要があると思います。 

【平野委員】  カーボンナノチューブが尿中にも排泄されている文献は確かにありますし、

ナンセンスと言ったらちょっと言い過ぎで、考慮していかないといけないと思います。

ただ、あるものに関しては、そのあたりをもう少しきちっと詰めて、あるところは記述的

に書いてもいいのかなという考えです。 

【大前座長】  今までもいろいろな論点が出てきましたけれども、そのほかの論点、もしくは

今までの論点の追加でも結構ですが、いかがでしょうか。 

【吉川委員】  既存の粉体材料とかあると思うのですけれども、また欧州のナノの定義にも

あると思うのですが、既存の今まで何十年も使っているような粉体材料ですね、ナノ

とは言われてない、そこに一部ナノのものが入っているとそういうものに関して、今ま

で特に何も問題は起こってなかったというような観点での議論は必要ないのかという

ところです。 
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【大前座長】  そこら辺、いかがでしょうか。確かに今まで使ってきた粉体の中でもナノサイ

ズのものはたくさんあったはずで、それはトータルの粉じんみたいな形で測定をして

いて、それに対してどういう影響があったかなかったかという議論が今までもちろん

ずっとあったわけですけれども、何か影響があった原因がナノだったのか、ナノは関

係なかったのかみたいな、そういうような観点で議論している論文はありますかね。

それが心配ですね。 

【甲田委員】  わからないですけど、１つ、溶接です。溶接の作業にヒュームが出ます。初期

は非常に小さい粒子なのだろうと思いますけれども、それが凝集してしまって大きい

ものしか相手にしてないという観点からいうと、あの作業は振り返ってみるとナノに暴

露している可能性があるのではないかなというようなことはありますけれども、ただ、

それが粒子のサイズごとによって毒性が多分違っているというような結論というか、

報告みたいなものはあまり見た記憶はないのですけど、前からちょっと我々の中で議

論されていて、溶接って出るよねという話はあります。 

【江馬委員】  論文になるのは大体ポジティブな結果のほうが多いのは当然のことと思いま

す。全くネガティブのデータというのは皆さんパブリッシュしないし、パブリッシュしにく

いというのが現状で、探せばポジティブな結果がたくさん拾えてくるというのが現状だ

と思います。だけど、ネガティブな結果がどれほど隠れているかというのはよくわかり

ません。 

【広瀬委員】  これまで使っていたものが安全かどうかという議論の話はちょっと証拠がな

いので、それは議論だけの話になりますけれども、もちろん今まで大丈夫だったのは、

多分、割合の問題も結構あって、昔は割合が少なくて今のはだんだん増えてきてい

るとか、あるいは今から話しするのはナノが主流の製品のものでという話と、それは

単に昔が大丈夫だったから今は大丈夫とは言い切れないという立場に立って考えた

ほうがいいのではないかと思います。それは多分、そういうナノだけではなくて、既存

の今まで使われたものの組成が昔も今も同じであるかどうかということも含めて考え

なければいけないことではないかと思います。 

【大前座長】  過去のデータ、今までのデータでネガティブなものも、今、広瀬先生がおっし

ゃったように、組成が当時はミクロンレベル、マイクロレベルのものだったけれども、

最近はナノが増えてきたとなると、さっきの酸化チタンの例ではないですけれども、少

し影響が変わってくる可能性はないことはないというところは注意しておく必要がある
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ということですね。そういう観点があったからこそナノマテリアルがどうのこうのという

ような問題が今出てきているわけですから。 

 そのほか、いかがでしょう。主要論点のところで、この順番はともかくとしまして、時

間の関係もありますけれども、あと１０分ぐらい、何か皆さんの中でご意見があればと

思いますが。さっきの４．の５ページの（２）のところですが、一般市民が暴露される可

能性があるルートとしてということで幾つか書いてあります。これは暴露の話ですか

らリスク評価の中の一部に入ってくると思いますけれども、ここら辺に関しては何かご

意見ありますか。 

【明星委員】  これは（ア）、（イ）、（ウ）はあり得ると思うのですけれども、すべてナノ粒子は

内部に入っているという印象だと思うのですけれども、例えば表面についているとい

うだけの関係でナノ粒子と例えばフィルムとか、ほかの大きい粒子とかという、そうい

う関係というのもあるのではないかなと思います。今、ペイントとかゴムとかいうことに

なれば完全に保護されているという状態だと思うのですけど、それだけではなくて、フ

ィルムの上とか、粒子の上とか、そういった状態で外側に何となくくっついているとい

う。 

【及川化学物質リスク分析官】  表面にコーティングされている状態。 

【明星委員】  そういう状態というのは、これには含まれないように思うのですが、いかがで

しょう。 

【及川化学物質リスク分析官】  今ご指摘の点について類型に加えることが適当であるか

どうかという点から、ちょっと整理してみたいと思います。 

【大前座長】  今の表面にコーティングしてあると、表面にナノ粒子そのものが露出している

といいますか、そういったものに関しては、この（ア）、（イ）、（ウ）にもう一つ加えたほ

うがいいのではないかというご意見で整理をしてみるということですか。 

【甲田委員】  質問なんですけれども、②の何らかの理由で環境中に排出されることになっ

た、この点なんですけれども、例えば工業ナノが製品そのままの形で環境中に排出

されるのか、それともやっぱり何らかの形で、例えば加熱されるとかいう形になってく

ると、もとの工業用のナノとはちょっと違った形になるかもしれない。まあ、わからない

ですけれども、そういう形で排出されるのかとか、そういう場合もありますけれども、こ

こでいう工業ナノの場合には、要するに燃焼だとか、そういう二次的に何らかの影響

を受けて変質していった場合は含まれますか。 
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【大前座長】  これはいかがでしょうか。 

【及川化学物質リスク分析官】  今のお話は、多分、意図しないといいますか、結果的にい

わゆるナノサイズの粒子が出てくるけれども、別にそういうことを意図的に実施しよう

として実施しているわけではなくて、それは例えて言えば、ものを燃やすと結果論とし

てダイオキシンが出てくるような場合、そういうことですよね。 

【甲田委員】  ええ。例を言うとわかりづらいので、私が前からちょっと思っているのは、要

するに粉体塗装などを見ていますと、粉体というのは、いわゆるナノ粒子というか、酸

化チタンという形で当然原材料としてありますけれども、一定の温度で加熱すること

によって定着させていくわけです。けれども、そこで出ないのかというのが前からちょ

っと疑問に思っていて、一部、国際学会でちょっと聞いたときには、燃焼後にナノ粒子

をカウントしているのではないかというか、そういう計測設備の配置リストなどの計測

の報告などもありました。 

 それは酸化チタンなのかどうなのかわからないけれども、原材料として表面にくっ

ついて、それが加熱されることによってという話で、それが最終的には、工場の中でミ

ッションですので大気中に放出されるということになるので、それはある意味、製品の、

意図しないではなくて、意図的に製品のプロセスとか、製造のプロセスの中で発生す

る、まあ、二次的なナノ粒子なのかなと思うのですけど、これは含まれるのでしょう

か。 

【及川化学物質リスク分析官】  冒頭申し上げましたように、このワーキンググループなり、

あるいは別途設置しております検討会におきましては、とりあえず私どもの考え方の

整理としましては、工業的に意図を持って製造される、いわゆるナノ材料なるものが

存在しているがゆえに、それに一般の人々が暴露する可能性があってリスクがもた

らされるのであれば、適切な管理なり何なりが必要なのではないかという文脈で検討

を進めたいと考えております。 

【大前座長】  それは６ページの（ア）に該当しませんか。 

【甲田委員】  ええ、そうなります。それが原材料としてそのまま出るのか、それともいろい

ろな形で。原材料として出れば、それは先ほどの話でいうと、ＣＮＴであればＣＮＴです

という形で素性がわかると言ったらおかしな話ですが、そうなのですけれども、それ

が熱で加熱されたりという形で製品がつくられていくプロセスの中で形だとか変質し

ないのかというところなんです。結果的に（ア）の形で出るということになると思います
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が。 

【吉川委員】  （ウ）の成型品中にというのは、デバイスの中に組み込まれているという理解

でよろしいのですか。 

【及川化学物質リスク分析官】  今想定しているイメージはそうです。 

【吉川委員】  それから、先ほどのコーティングの話ですけれども、意図的にコーティングし

たものをはがす、あるいは放出していくという製品は確かにそうだと思うのですけれ

ども、通常コーティングしたものというのもコーティングしていて機能が出るわけです

から、それが簡単にはがれるような形のものではないので、これは（ア）に含めてもい

いのではないかなとは思っています。 

【大前座長】  いかがですか。今のコーティングの話は（ア）の中に含まれるのではないかと。

仮に露出したとしても何らかの形でバインドしているか、あるいは……。 

【吉川委員】  コーティング後、意図的にはがすというようなことをする製品であれば、確か

に言われるとおりなのでしょうけれども、コーティングすることによって、そのものに機

能を持たせるわけですから、通常ははがれないように設計するわけですよね。そうす

ると、（ア）の分野に入れてもいいのではないかと思います。 

【大前座長】  今のご意見、いかがでしょう。先ほどの（ア）の中に入れてしまっていいので

はないかというお話ですが。 

【及川化学物質リスク分析官】  今の点については、多分、具体例を幾つかお示しして、実

例としてはこういう状態だというご説明をさせていただいた上で見きわめをすることが

適当ではないかと思いますので、私どもといたしましては、いわゆるコーティングの状

態で、例えばフィルム材料の表面に何らかのナノ粒子をコーティングすることによって、

ナノ粒子がそこに存在しているがゆえに固有の機能を発揮するようなものについて

第３の類型に入れることが適当であるかどうかということと、そのコーティングという

のは実際どういう状態になっていると理解されているかというあたりについて幾つか

整理をして、追ってご説明させていただきながら考えをまとめていきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

【大前座長】  よろしいですか。ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。今、暴露のことでちょっとご意見いただきましたけれど

も。暴露ではなくて先ほどの有害性のほうに戻っても結構でございますが、リスク評

価は有害性と、それから暴露のほうと両方必要ですので。 
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 無いようなので、あまり時間ございませんので、今日のお話を大まかにまとめます。

まず、２．等々の中身に関しては、まあまあ妥当だろうけれども、これだけでは済まな

い。１つは、ものをカテゴライズして繊維、それから不溶性・可溶性という形でカテゴラ

イズして見ていく必要がある。それから、メトリックスに関しましては物質によって全部

違う。どのメトリックスが影響を一番大きく与えるかということに関しては、ものによっ

て全部違う可能性があるということ。ただし、最終的にその管理等々に持っていく場

合は相関係数なり何なりの係数を掛けて、ひょっとしたら重さのほうでいくのかもしれ

ないというようなことが論点として出てきたと思います。 

 それから、ナノサイズの定義については、単純に物理的な定義も要るかもしれませ

んけれども、でも、少なくともこのワーキンググループとしてはリスクがメーンなので、

あまりそれにこだわらないで、マイクロン帯になっては当然まずいですけれども、サイ

ズのレベルでの影響のほうからナノの定義を少し考えたほうがいいのではないかと

いうような点ですね。 

 それから、もう一つは、今の経皮吸収、それから経神経的な吸収に関しても論点と

してデータがあれば論ずる必要があるということ。 

 最後は、今の暴露のところで、暴露の最後に言われました露出しているナノ粒子に

関しては、これからも少し整理をし直していくというようなことが、この場で出てきた論

点だと思いますけれども、そのほか何かございますか、あるいは抜けているところは

ありましたっけ。補足していただけるとありがたいのですが。 

【平野委員】  今のおまとめでよろしいかと思うのですが、１点だけ、また別件になって申し

わけないのですが、６／６ページ、ＪＩＳのほうで「アグリゲート」と「アグロメレート」です

ね。これ、日本語の訳として「強凝集体」と「弱凝集体」とされたと。今後もこの言葉で

いくのかどうか。ＪＩＳのほうでは、こういうことになったという解釈でよろしいですか。 

【大前座長】  資料、どれですか、もう一度。 

【平野委員】  資料４の６ページです。「修正の記録」というところがありまして、このほかに

も何か出てきたと思うのですが、日本語訳といいますか、これはＪＩＳのほうでは、もう

決定したということでよろしいのですか。実験やっているほうは、この違いは明らかだ

と思うのですが、「強」と「弱」というのだったら、英語でも「ウィーク」と「ストロング」とつ

けたのではないかなということで、強弱で日本語訳として凝集体として１つの言葉で

あらわしていくという理解でよろしいのですか。 
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【大前座長】  これはどうでしょう。 

【及川化学物質リスク分析官】  これ、事実関係といたしまして、ＩＳＯで基本用語の定義は

つくられていて、それを国内規格としてＪＩＳにしている中に該当する用語が入ってい

るようであれば、それに準拠したという補足説明をこれの下につけてもいいのではな

いかなと思いまして、その辺、ちょっと情報の整理をさせていただいて、適切な記述を

加えたいと思います。 

【平野委員】  このワーキンググループ、用語を定義する場所ではないと思うのですが、ナ

ノマテリアルで一次粒子がナノサイズで、凝集体も含むと、アグロメレーションも含め

て入れると考えていますが、結局、みんな違うものをイメージしながら考えていること

もあるので、このあたりのイメージですね。このあたり共通認識ができるように、ちょっ

ときちっとしていただきたいなというのが希望です。 

【大前座長】  ありがとうございました。どうぞ。 

【吉川委員】  同じ箇所でちょっと質問なのですけれども、このナノマテリアルの定義ですね、

粉体と書かれていたような気がしますけれども、そこを一度確認いただけたらと思い

ます。 

【大前座長】  今のは、６ページのところですか。 

【吉川委員】  資料４の４／６ページの２．のところ。このまま読むと、粉体を含むものもナノ

マテリアルと定義しているように思われますので、ナノマテリアルはこういう粉体であ

るというのが前提にあったような気がしますが。 

【大前座長】  いかがですか。 

【及川化学物質リスク分析官】  それは原本に当たって、もし日本語訳がその点を省略して

あるのであれば、原本に忠実に訳すようにします。 

【吉川委員】  粉体をナノマテリアルというのか、粉体を含むものもナノマテリアルというの

かというところは、はっきりさせておいたほうがいいのではないか。 

【大塚専門研究員】  承知しました。 

【大前座長】  それでは、この件はよろしくお願いいたします。 

 ほぼ時間になりましたので、今日の議題の（２）はこれで終了したいと思いますが、

何か特に言っておきたいということがございますか。 

 それでは、（３）の「その他」になります。事務局のほうから次回の開催等々につきま

して、よろしくお願いします。 
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【大塚専門研究員】  次回の日程ですが、まだ決まっておりませんで、メールにて委員のご

都合のよろしい日付を伺いますので、調整して出席者の一番多いという観点から決

めたいと思いますが、３月末までに一、二回開催を目標としております。 

【大前座長】  次回以降は各論のようなことになるわけですね。今日の論点を整理していた

だきまして、それでもう少し各論のほうに入った形で、あと１回か２回ですか、よろしく

お願いします。３月というのは非常に忙しい時期なので、特に大学の先生は大変だと

思いますけれども、どうぞご参加のほう、よろしくお願いいたします。 

【及川化学物質リスク分析官】  それと、このワーキンググループにお集まりいただくという

形で意見をまとめる機会というのは限定されると思いますので、委員の皆様には恐

縮ですが、個別にメールでご意見なりコメントをいただくような形の手続をとらせてい

ただくこともあると思いますので、可能な範囲でご協力をいただければ幸いに存じま

す。 

【大前座長】  それでは、その件もどうぞよろしくご協力お願いいたします。 

 それでは、これで今日の第１回のリスク評価ワーキンググループの会合を終了いた

します。どうもありがとうございました。 

 

以上 


